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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年６月 26 日開催予定の第４期定時株主総会に定款

一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

  配当金の除斥期間について、一部条文の整備及び文言の修正を行なうものであります。 

 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部は変更箇所を示します。）   

現 行 定 款 変  更  案 

第６章 計 算 

（配当金等の除斥期間） 

第 34 条 期末配当金が支払開始日から満

３年を経過してもなお受領されな

いときは、当会社はその支払の義務

を免れる。 

 

第６章 計 算 

（配当金の除斥期間） 

第 34条 配当財産が金銭である場合は、

その支払開始の日から満３年を

経過してもなお受領されないと

きは、当会社はその支払義務を免

れる。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日  平成 26 年６月 26 日（予定） 

  定款変更のための効力発生日    平成 26 年６月 26 日（予定） 

 

以 上 


